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§１．はじめに

１．定住自立圏構想の趣旨

定住自立圏の形成にあたっては、医療や買物など住民生活に必要な機能について一定の集積
があり、周辺の市町村の住民もその機能を活用しているような都市が「中心市」となるものとしてい
ます。
圏域全体においては、「中心市」が中心的な役割を担うことを想定し、「中心市」が周辺の市町
村と役割分担した上で、NPOや企業など民間の担い手とも連携して生活機能の確保のための事
業を実施し、人口定住を図っていくものとしています。

２．定住自立圏構想の取組状況

総務省のデータによると、平成３１年４月１日現在において、１３６市が中心市宣言済みで
あり、１２３圏域（延べ５２５市町村）で定住自立圏形成協定締結又は定住自立圏形成
方針策定済みであるとしています。

（出典：総務省ホームページ）



§２．那須地域定住自立圏構想について

１．概要

那須塩原市が定住自立圏構想における中心市としての要件を具備したことに伴い、既に圏域
を形成していくこととした大田原市をはじめとする「八溝山周辺地域定住自立圏」の構成市町とに
おいて、新たに栃木県内の那須地域で定住自立圏を形成することについての協議を踏まえ、大
田原市、那須町、那珂川町、そして中心市である本市の２市２町で「那須地域定住自立圏構
想」を形成することとしました。

（出典：総務省ホームページ）



２．検討体制

（１）組織体制

【那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会】
＜委員＞ 11名（任期２年）

【那須地域定住自立圏推進協議会】
＜組織＞ 市町長（会長：那須塩原市長）

【那須地域定住自立圏推進協議会 連絡調整会議】
＜組織＞ 副市町長（座長：那須塩原市副市長）

【那須地域定住自立圏推進協議会 幹事会】
＜組織＞ 企画担当部課長（幹事長：那須塩原市企画部長）

【那須地域定住自立圏推進協議会 部会】
＜組織＞ 担任事務に関係する構成市町の職員

（部会長：那須塩原市の職員の中から那須塩原市長が指名）

（２）各組織の役割

① 那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会
・ 共生ビジョンの策定又は変更に関すること
・ その他那須地域定住自立圏構想の推進に関すること

② 那須地域定住自立圏推進協議会
・ 定住自立圏の形成に関する協議及び調査に関すること
・ 定住自立圏形成協定に関すること
・ 定住自立圏共生ビジョンに関すること
・ 上記に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項

③ 那須地域定住自立圏推進協議会 連絡調整会議
・ 協議会運営に関する方針その他特に会長が必要と認める事項の協議及び調整

④ 那須地域定住自立圏推進協議会 幹事会
・ 協議会提案事項その他の協議及び調整

⑤ 那須地域定住自立圏推進協議会 部会
・ 担任事務について調査研究及び立案



３．これまでの主な取組状況

平成２６年度

平成27年2月10日 構成市町と定住自立圏の形成に関する協定を締結

平成２７年度

平成27年8月31日
第１回 那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会
・ 那須地域定住自立圏の取組について
・ 那須地域定住自立圏共生ビジョンについて

平成27年10月16日
第２回 那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会
・ 那須地域定住自立圏共生ビジョン（素案）について

平成27年11月26日
第１回 那須地域定住自立圏推進協議会
⇒ 「那須地域定住自立圏共生ビジョン」を策定

平成２８年度

平成28年11月9日

第１回 那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会
・ 平成２８年度那須地域定住自立圏における主な取り組みについて
・ 那須地域定住自立圏共生ビジョンの変更について
・ 意見交換

平成28年11月22日
第１回 那須地域定住自立圏推進協議会
⇒ 「那須地域定住自立圏共生ビジョン」を改定

平成２９年度

平成29年7月7日

第１回 那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会
・ 平成２８年度の取組内容について
・ 平成２９年度の取組内容について
・ 意見交換

平成29年10月4日
第２回 那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会
・ 那須地域定住自立圏共生ビジョンの改定について
・ 意見交換

平成29年10月27日
第１回 那須地域定住自立圏推進協議会
⇒ 「那須地域定住自立圏共生ビジョン」を改定

平成３０年度

平成30年7月13日

第１回 那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会
・ 平成２９年度の取組事業について
・ 平成３０年度の取組事業について
・ 意見交換

平成30年９月28日

第２回 那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会
・ 那須地域定住自立圏共生ビジョンの改定について
・ 那須地域定住自立圏の今後の取組について
・ 意見交換

平成30年10月26日
第１回 那須地域定住自立圏推進協議会
⇒ 「那須地域定住自立圏共生ビジョン」を改定



§３．取組事業について

環 境

コンピュータシステムの
共同利用等

産 業 振 興

再生可能エネルギー推進事業

結びつきや
ネットワークの強化

圏域マネジメント
能力の強化

生活機能の強化

有害鳥獣等対策事業

スマートシティ構想調査・研究事業

観光宣伝事業

農観商工連携推進事業

地域公共交通

公共交通ネットワーク事業

JR那須塩原駅東口バリアフリー化事業

地産地消推進事業

交流促進事業

圏域マネジメント研修事業

外部人材招へい事業

オープンデータ推進事業

地産地消の推進

地域内外の住民との
交流促進

人 材 育 成

外部からの人材確保

政策分野 取組分野 取組事業



○ 那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会条例

参 考



那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会条例

平成26年12月19日

条例第34号

（設置）

第１条 那須地域定住自立圏共生ビジョン（以下「共生ビジョン」という。）

の策定又は変更にあたり、関係者の意見を幅広く反映させるため、定住自立

圏構想推進要綱（平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知。以下「要

綱」という。）の規定に基づき、那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会（以

下「懇談会」という。）を地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第

３項に規定する附属機関として設置する。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

（１） 那須地域定住自立圏 要綱の規定に基づき、中心市宣言を行った那須

塩原市並びに那須塩原市と連携の意思を有する大田原市、那須町及び那

珂川町の圏域をいう。

（２） 那須地域定住自立圏共生ビジョン 要綱第６に規定する定住自立圏共

生ビジョンをいう。

（所掌事務）

第３条 懇談会は、次に掲げる事項について協議する。

（１） 共生ビジョンの策定又は変更に関すること。

（２） その他那須地域定住自立圏構想の推進に関すること。

（組織）

第４条 懇談会は、15人以内の委員をもって組織する。

２ 委員は、那須地域定住自立圏の形成に関する協定書に掲げられた政策分野

の関係者及び定住自立圏構想について識見を有する者のうちから、市長が委

嘱する。

３ 懇談会は、前条に規定する事務の遂行を補助するため、必要に応じ、部会

を置くことができる。

（任期）

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の



残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）

第６条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。

（会議）

第７条 懇談会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。

４ 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その者

から意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

（庶務）

第８条 懇談会の庶務は、定住自立圏構想担当課において処理する。

（委任）

第９条 この条例に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市

長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成27年１月１日から施行する。

（会議の招集）

２ この条例の施行後、初めて開かれる会議は、第７条第１項の規定にかかわ

らず、市長が招集する。


